
１．委員会

（1）構成メンバー

委 員 長 ： 橋本 和明

副委員長： 鈴木 堅之・江良　敏文

委 員 ：

（2）委員会　１回実施（５月）

２．審判員養成事業

（1）審判講習会の開催

1）サッカー、フットサル３級・４級審判員養成講習会

2）サッカー、フットサル２級・３級・４級審判員更新時講習会

　 (公財)日本サッカー協会の審判員の登録制度に合わせ、「更新及び登録に関する業務」を実施。

3）サッカー、フットサル４級審判員認定手続き

　 (公財)日本サッカー協会の審判員の認定制度に合わせ、「認定に関する業務」を実施。

4）サッカー、フットサル３級インストラクターの認定と更新

　 (公財)日本サッカー協会のインストラクター認定制度に合わせ、「更新及び登録に関する業務」を実施。

３．３級審判員強化事業（兼  ２級審判上申講習会推薦者選考会）

（1）本協会に所属する３級審判員の中で、その技能が高いレベルにある者を各種別審判部より

　推挙してもらった後、強化指定審判員として指定し、年間を通じて強化（実技研修ならびに

　理論研修）を行った。

（2）強化指定審判員の中から委員会の協議を経て、(公財)北海道サッカー協会主催３級審判員

　（２級上申）研修会へ参加する審判員を推薦。

４．審判員派遣事業

　各区大会や市大会などの審判配置は、各種別審判部で行うこととするが、全道大会などの主管

　大会については、審判委員会が実働審判員を調査し、配置を行った。

（1）「審判派遣依頼・日程調査」の実施

（2）審判員派遣

（3）インストラクター派遣

５．広報事業

　競技規則の改正等、JFAからの通知をメールを使って伝達した。

６．登録事業

　(公財)日本サッカー協会の、審判員総合登録制度に伴い、審判員に関する登録内容の

　整備を行った。
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